
 

問合せ先 相模原市 健康増進課 ０４２-７６９－８２７４ 

神奈川県内５地点の暑さ指数が３５以上で発表される「熱中症特別警戒アラート」

の発表時に、熱中症予防のためにどなたでも利用できる施設です。 

暑いときは、ひと涼み。 

どなたでも利用できます！ 

設置期間：令和６年７月１日～１０月３１日 

クーリングシェルターとは 


